
税　務　署

〈申告書の作成手順〉

申告書の作成は、次の手順で行います。

（注） 経過措置により旧税率（3％）が適用された取引がある場合は、付表2ではなく、付表1及び付表2－(2)を使用す

ることとなります。これらの付表は税務署の窓口に備え付けてあります。また、国税庁ホームページ

（www.nta.go.jp）からもダウンロードできます。

Ⅰ 「納税地」欄等

１ 「納税地」欄には、本店又は主たる事務所の所在地を記載します。ただし、本店等の所在地以外

の事業所や事務所の所在地を所轄する税務署に申告する法人は、事務所等の所在地を記載し、そ

の下に本店等の所在地をかっこ書で記載します。

２ 「名称又は屋号」欄には、法人の名称を記載します。なお、合併法人が被合併法人の最終事業年

度の申告をする場合は、被合併法人名を合併法人名の下にかっこ書で記載します。
（注）「納税地」、「名称又は屋号」、「代表者氏名又は氏名」及び「経理担当者氏名」の各欄は複写式となっていません

ので、各葉ごとに記入してください。

３ 「※税務署処理欄」は、記載しないでください。

４ 「自平成　年　月　日　　至平成　年　月　日」欄には、申告しようとする課税期間を記載しま

す。なお、仮決算による中間申告をする場合は、「中間申告の場合の対象期間」欄に中間申告の対

象期間の初日及び末日を併せて記載します。

５ 「課税期間分の消費税及び地方消費税の（ ）申告書」欄の（ ）には「確定」と記載します。

なお、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載します。
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○　この「書き方」では、「消費税及び地方消費税の申告書（一般用）」並びにこれに添付する「付

表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」について、法人向けに一般的な事項を説明

します。

※　経過措置により旧税率（3％）が適用された取引がある場合は、添付する付表や記載方法が、

この「書き方」と異なりますので、ご注意ください。

○　この「書き方」は、簡易課税制度を適用しないで消費税及び地方消費税の確定申告書、又は仮

決算による中間申告書を作成する際にご利用ください。

○　簡易課税制度を選択している、基準期間の課税売上高が５，０００万円以下である法人は、「法人用

消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）の書き方」をご利用ください。

○　お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署法人課税（第一）部門にお問い合わせ

ください。

オフィスからインターネット等を利用して申告や納税等ができる「国税電子申告・納税シス

テム（e-Tax）」がご利用いただけます。

詳しくはe-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

申告書の該当項目の 

計算・記入 

控除対象仕入税額等の計算 

付表2の作成 

消費税及び地方消費税の 

申告書（一般用）の作成 
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Ⅱ　課税売上げ等の金額の区分

課税期間の売上高を、課税売上高、免税売上高及び非課税売上高ごとに集計します。

また、課税売上割合の計算に必要ですので、これらの売上高ごとの売上対価の返還等の金額（返品

を受け、又は値引き・割戻しをした金額）も集計します。

この「書き方」では、取引内容が次のとおりである12月決算法人を例に記載方法を説明します。

Ⅲ 「この申告書による消費税の税額の計算」欄

１ 「課税標準額 」欄

課税売上高（税込み）に　　を掛けて、千円未満の端数を切り捨てた金額を記載します。

（注） 売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法で経理している場合は、減額した後の金額を基に課

税標準額を計算します。

２ 「消費税額 」欄

１で算出した課税標準額に4％を掛けて消費税額を計算します。

３７６，１９０，０００円（課税標準額）×４％＝１５，０４７，６００円

○２ 

○ 1
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１００ 
１０５ 

３９５,０００,０００円(課税売上高(税込み))×　　＝３７６,１９０,４７６円→３７６,１９０,０００円（千円未満切捨て） 

霞商会㈱の当課税期間（平成20年1月1日～12月31日）の課税売上高等の状況は、次のとおり
です。なお、旧税率（3％）が適用された取引はありません。
１　課税期間中の売上高 円
（1） 課税売上高（税込み） ３９５，０００，０００
（2） 免税売上高 １１，０００，０００
（3） 非課税売上高 ８，０００，０００
２　売上対価の返還等の金額（課税売上げに係るもの（税込み）） １８，６００，０００
３　課税期間中の課税仕入れの金額（税込み） ３０８，４００，０００
４　仕入対価の返還等の金額（課税仕入れに係るもの（税込み）） １２，５００，０００
５　貸倒処理した金額（税込み） １，５００，０００
６　中間納付消費税額 １，４００，０００
７　中間納付地方消費税額 ３５０，０００

【設　例】

１００ 
１０５ 

≪消費税額等を明示して代金領収する場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置≫
税込価格を基礎として代金決済を行う場合　　代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に

含まれる消費税及び地方消費税相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を明示し、その端数処理後の消
費税及び地方消費税相当額の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法（消費税法
施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第92号）（以下「平成15年改正省令」といいます。）
附則第2条第3項の方法）を適用する場合は、税込価格を合計した金額からその消費税及び地方消費税相当
額の累計額を控除した残額（千円未満切捨て）が課税標準額となります。
税抜価格を基礎として代金決済を行う場合　　代金領収の都度、本体価格と消費税及び地方消費税相当

額とを区分して領収し、その消費税及び地方消費税相当額の累計額を基礎として課税標準額に対する消費
税額を計算する方法（平成15年改正省令附則第2条第2項の方法（旧規則第22条第1項））を適用する場
合は、本体価格を合計した金額（千円未満切捨て）が課税標準額となります。但し、総額表示義務の対象
となる取引については、この経過措置を適用することはできません。

○２ 

○1

≪消費税額等を明示して代金領収する場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置≫
税込価格を基礎として代金決済を行う場合の経過措置（平成15年改正省令附則第2条第3項）を適用す

る場合の消費税額は、領収書等に明示した消費税及び地方消費税相当額の累計額に を掛けて計算します。
税抜価格を基礎として代金決済を行う場合の経過措置（平成15年改正省令附則第2条第2項の方法（旧

規則第22条第1項））を適用する場合の消費税額は、本体価格と区分して領収した消費税及び地方消費税相
当額の累計額に　 を掛けて計算します。但し、総額表示義務の対象となる取引については、この経過措置
を適用することはできません。

○２ 

○1
４ 
５ 

４ 
５ 



３ 「控除過大調整税額 」及び「控除税額・控除対象仕入税額 」欄は付表2から転記しますので、

ここで付表2を作成します。

付表2の作成

（1）「課税売上額（税抜き） 」欄

（注） 売上金額から売上対価の返還等の金額を直接減額する方法で経理している場合は、減額した後の金額に

を乗じた金額が 欄の金額となります。

（2）「免税売上額 」欄

課税資産の譲渡等のうち、消費税法第7条及び第8条並びに租税特別措置法等の規定により、

消費税が免除される課税資産の譲渡等の対価の額を記載します。

設例の場合は、免税売上高１１，０００，０００円を記載します。
（注） 国内で譲渡すれば非課税売上げとなる資産を輸出した場合や海外で自ら使用又は譲渡するために資産を輸

出した場合の輸出取引等に係る金額は課税売上割合の計算上は免税売上額として取り扱われますから、その

金額を「非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額 」欄に記載します。

（3）「非課税売上額 」欄

非課税資産の譲渡等の対価の額で課税売上割合の分母に算入すべき金額
（注）

を 欄に記載します。

設例の場合は、非課税売上高８，０００，０００円を記載します。
（注） 課税売上割合の分母に算入すべき金額については、株式等の特定の有価証券の譲渡の場合、その譲渡対価

の5％相当額とするなど、調整が必要となる場合がありますのでご注意ください。

（4）「課税売上割合（ ／ ）」欄

（5）「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） 」欄

課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額から課税仕入れに係る対価の返還等の金額を控

除した後の金額を記載します。なお、控除しきれない場合は、税務署にご相談ください。

課税仕入れの金額（税込み） 仕入対価の返還（税込み）

３０８，４００，０００円 － １２，５００，０００円 ＝２９５，９００，０００円
（注） 課税仕入れに係る対価の返還等の金額を直接仕入高から減額する方法で経理している場合は、減額後の金

額（税込み）を記載します。

（6）「課税仕入れに係る消費税額 」欄

次の算式により計算した金額を記載します。

（注1） 保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額がある場合は、その税額を

「課税貨物に係る消費税額 」欄に記載します。なお、課税貨物に係る消費税額について還付を受けた金額が

ある場合は、その金額を控除した残額を記載します。

（注2） 免税事業者が課税事業者となる場合や課税事業者が免税事業者となる場合は、加算又は減算すべき棚卸

資産に係る課税仕入れ等の税額を「納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場合における消費税

額の調整（加算又は減算）額 」欄に記載します。○ １１ 

○ １０ 

○ ９ 

○８ 

○７ ○ ４ 

○６ 

○６ 

○ ３ 

○２ 

○1

○1

○４ ○３ 
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１００ 
１０５ 

１００ 
１０５ 

３９５,０００,０００円×　　　 －   　１８,６００,０００円×　　  　　＝３５８,４７６,１９１円 

売上対価の返還等（税込み） 課税売上高（税込み） 

３５８,４７６,１９１円（課税売上額（税抜き））＋１１,０００,０００円（免税売上額） 
３５８,４７６,１９１円（課税売上額（税抜き））＋１１,０００,０００円（免税売上額）＋８,０００,０００円（非課税売上額） 

＝ 

３６９,４７６,１９１円（　欄） 
３７７,４７６,１９１円（　欄） 
＝ ＝９７.８８０………％≧９５％ ○ ４ 

○ ７ 

４ 
１０５ 

４ 
１０５ 

４ 
１０５ 

４ 
１０５ 

課税仕入れに係る支払対価の額（仕入対価 
の返還等の金額を控除する前の税込金額） 

仕入対価の返還等 
の金額（税込み） 

課税仕入れに 
係る消費税額 

×　　 －                         ×       ＝ 

（設例の場合） 

３０８,４００,０００円×　　－１２,５００,０００円×　　＝１１,２７２,３８１円 

１００ 
１０５ 



（7）「課税売上割合が95％以上の場合 」及び「課税売上割合が95％未満の場合 ～ 」欄

課税売上割合が95％以上の場合は、課税仕入れ等の税額の合計額が全額控除対象となります

から、 欄の金額をそのまま 欄に記載します。（設例の場合、課税売上割合97.8…％）全額

控除→１１，２７２，３８１円

課税売上割合が95％未満の場合は、適用する控除方式に応じて記載します。

イ　個別対応方式の場合は、課税仕入れ等の税額を区分の上 欄及び 欄に記載し、 欄の計

算式に従って計算した金額を同欄に記載します。

ロ　一括比例配分方式の場合は、 欄の計算式に従って計算した金額を同欄に記載します。

（8）「差引・控除対象仕入税額 」欄

表示の計算式に従って控除対象仕入税額を計算します。
（注） 欄の計算式による計算結果がマイナスの場合には、その金額を「差引・控除過大調整税額 」欄に記

載します。

（9）「貸倒回収に係る消費税額 」欄

前課税期間までに貸倒処理した課税売上げに係る債権を回収した場合、その回収金額に含ま

れる消費税額を記載します。

付表2の作成が終わったら、次のとおり申告書に必要な項目を転記し、申告書の残りの
項目の計算に戻ります。

４ ｢返還等対価に係る税額 」欄

課税売上げに係る対価の返還等の金額がある場合に、その金額に含まれる税額を記載します。

（注） 売上対価の返還等の金額を売上金額から直接減額している場合は、この欄に記載する必要はありません。

５ 「貸倒れに係る税額 」欄

課税売上げに係る売掛金等のうち、貸倒れとなった金額がある場合に、その貸倒れに係る税額

を記載します。

６ 「差引税額 」又は「控除不足還付税額 」欄

表示の計算式により消費税の差引税額又は控除不足還付税額を計算します。

７ 「中間納付税額 」欄

中間申告した税額がある場合に、その金額の合計額を記入します（設例の場合１，４００，０００円）。
（注） 税務署から送付した申告書は、中間納付税額がある場合、その金額が印字されています。ただし、1月ごと

の中間申告を行った場合、中間納付税額は印字されていません。

８ 「納付税額 」欄又は「中間納付還付税額 」欄

表示の計算式により納付税額又は中間納付還付税額を計算します。

○ １２ ○ １１ 

○１０ 

○８ ○ ９ 

○ ６ 

○５ 

○２２ 

○２１ ○ ２０ 

○ ２０ 

○ １７ 

○ １６ ○ １５ ○ １４ 

○１３ ○１２ 

○１７ ○１４ ○ １３ 
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４ 
１０５ 

１８,６００,０００円（売上対価の返還等（税込み））×　　＝７０８,５７１円（１円未満切捨て） 

４ 
１０５ 

１,５００,０００円（貸倒金額）×　　＝５７,１４２円（１円未満切捨て） 

転  記  先  項  目 
申告書の　欄 
申告書の　欄 
申告書の　欄 
申告書の　欄 

　転  記  元  項  目 
付表2の　欄の金額 
付表2の　欄の金額 
付表2の　欄の金額 
付表2の　　の合計額 

○ ４ 

○ ４ 
○ ７ 
○ ２０ 
○ ２１ ○ ２２ ○ ３ 

○ １５ 

○ １６ 



・　・ ・　・　・ ・ ・　・ ・ ・　・
・　・ ・　・　・ ・ ・　・ ・ ・　・

Ⅳ 「この申告書による地方消費税の税額の計算」欄

１ 「地方消費税の課税標準となる消費税額・差引税額 」又は「控除不足還付税額 」欄

申告書「差引税額 」欄の金額、又は「控除不足還付税額 」欄の金額を転記します。

２ 「譲渡割額・納税額 」欄又は「還付額 」欄

表示の計算式により計算します。

３ 「中間納付譲渡割額 」

中間申告税額の合計金額を記載します（設例の場合３５０，０００円）。
（注） 税務署から送付された申告書の「中間納付税額 」欄に中間納付税額が印字されている場合は、この欄も印

字されています。ただし、1月ごとの中間申告を行った場合、中間納付譲渡割額は印字されていません。

４ 「納付譲渡割額 」欄又は「中間納付還付譲渡割額 」欄

表示の計算式により納付譲渡割額又は中間納付還付譲渡割額を計算します。

５ 「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額 」欄

（ ＋ ）－（ ＋ ＋ ＋ ）の計算式で計算した金額を記載します（還付となる場合はマ

イナス「－」を付けて記載します。「△」は記載しないでください。）。

Ⅴ 「付記事項」欄等

１ 「付記事項」及び「参考事項」欄には、それぞれに掲げる項目の該当する箇所に○印を付してく

ださい。

「課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用」欄には、その売上げの一部について課税標

準額に対する消費税額の計算に関する経過措置（平成15年改正省令附則第2条）を適用する売上

げがある場合にも｢有｣欄に○印を付してください。

２ 「 ・ の内訳」欄には、課税資産の譲渡等に係る課税標準額及び消費税額を、それぞれの4％

分欄に記載してください。

３ 「基準期間の課税売上高」欄には、この申告に係る課税期間の基準期間（前々事業年度）におけ

る課税売上高（免税売上高を含みます。）を記載してください。なお、この金額が１，０００万円（年

換算額）以下の場合は、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合を除き、確

定申告書を提出することができませんので注意してください。

４ 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、「消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）

税額 」欄がマイナスとなる場合に、還付を受けようとする金融機関名等を記載してください。

５ 「税理士法第30条の書面提出有」及び「税理士法第33条の2の書面提出有」欄は、当該書面を

提出する場合に該当する箇所に○印を付してください。

６ 「控除不足還付税額 」欄に金額の記載がある場合には、「仕入控除税額に関する明細書」に必

要事項を記載し、これを申告書と併せて提出してください。

○ 「ＯＣＲ入力用」の確定申告書は、機械で読み取りますので、数字を記入する際には、黒のボール

ペンで指定のマス目の中にていねいに記入してください。

（記入例）○良い例　　　　　　　　　　　　　　　　×悪い例

○８ 

○ ２６ 

○ ２ ○1

○ ２３ ○ １９ ○ １２ ○８ ○２２ ○ １１ 

○ ２６ 

○ ２３ ○ ２２ 

○１０ 

○ ２１ 

○１９ ○ ２０ 

○ ８ ○９ 

○ １７ ○１８ 
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申告書の 欄の税額は、申告書の提出期限までに納付してください。

また、申告書の 欄及び 欄に金額がプレプリントされている場合でも、その全部又は一部

が納付されていないときは、速やかに納付してください。

なお、納期限（申告書の提出期限）までに納付されていない場合には延滞税が課されます。

○ ２１ ○ １０ 

○２６ 

・ ・　・ ・ ・ ・ ・　・ ・ ・　・　・
・ ・　・ ・ ・ ・ ・　・ ・ ・　・　・

縦線1本 すきまを開ける 上につきぬける 角をつくる

閉じる

はみだす つづける くずす かたむける
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○平成16年4月から適用される改正消費税について

１　事業者免税点の引下げ

平成16年4月1日以後開始する課税期間から、納税義務が免除される課税期間の基準期間におけ

る課税売上高の上限が、３，０００万円から１，０００万円に引き下げられました。

例えば、事業年度が1年の3月末決算法人の場合には、平成15年3月末決算分の課税売上高が

１，０００万円を超えると平成17年3月末決算分において課税事業者となります。

２　簡易課税制度の適用上限の引下げ

平成16年4月1日以後開始する課税期間から、簡易課税制度を適用することができる課税期間の

基準期間における課税売上高の上限が、2億円から５，０００万円に引き下げられました。

例えば、事業年度が1年の3月末決算法人の場合には、平成15年3月末決算分の課税売上高が

５，０００万円を超えると平成17年3月末決算分は簡易課税制度を適用することはできません。

簡易課税制度が適用できない場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるため、課税

仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要とな

ります。

３　中間申告の申告・納付回数の改正

平成16年4月1日以後開始する課税期間から、直前の課税期間の確定消費税額（年税額）が

４，８００万円を超える場合には年11回の中間申告・納付が必要となりました。

４　総額表示の義務付け

平成16年4月1日から課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提

供などの取引を行うに際して、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税相当額（地方

消費税相当額を含みます。）を含んだ価格を表示することが義務付けられました。

― 7 ―



― 8 ―

さらに便利で使いやすく。 

1．自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。 
　○　消費税、所得税、法人税、印紙税及び酒税の申告ができます。 
　○　各種申請・届出のほか、納税証明書（電子発行、書面発行）の交付請求や法定調書の提出などができます。 
　※　申請・届出等には、消費税の各種届出のほか、設立（開業）の届出、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設等届出、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請などがあります。 

　(注)　税理士が税務書類を作成し、納税者に代わって送信する場合には、納税者本人の電子署名を省略することができます。 

2．インターネットバンキングやＡＴＭ等を利用して納税ができます。 
　○　金融機関の窓口に並ばずにすべての税目の納税ができ、利用回数の多い手続には大変便利です（特に源泉

所得税の毎月納付分など）。 

ｅ－Ｔａｘをご利用いただく前に 

1
電子証明書等を取得してください。 

1．電子証明書の取得 
　申告等データを送信する際には、電子署名を行っていただくことになりますので、事前に電子証明書を取得してください（手
数料が掛かります）。 

2．ICカードリーダライタの用意 
　使用する電子証明書がICカードに格納されている場合には、別途ICカードリーダライタが必要になりますので、事前に用
意してください。 

※　e-Taxで利用可能な電子証明書については、e-Taxホームページをご覧ください。 
※　電子証明書（及び必要となるICカードリーダライタ）の具体的な取得方法等については、各電子証明書の発行機関へお尋

ねください。 

2
開始届出書を提出して利用者識別番号等を取得してください。 

　e-Taxの利用に際しては、事前に開始届出書を納税地を所轄する税務署に提出して、利用者識別番号等を取得してください。 
　開始届出書の提出は、e-Taxホームページからオンラインで行うことができ、利用者識別番号等がオンラインで発行（通知）
されます（開始届出書を書面で提出した場合には、後日、税務署から利用者識別番号等を記載した通知書が送付されます）。　 

3
電子証明書等の登録を行ってください。 

1．e-Taxソフト等のインストール 
　国税庁が提供するe-Taxソフト等を使用して、初期登録（電子証明書の登録等）を行ってください（e-Taxソフトは、e-
Taxホームページからダウンロードにより取得することができます）。 

2．初期登録作業 
　e-Taxソフトを起動させ、利用者ファイルの作成、納税用確認番号等の入力、電子証明書等の登録を行ってください。 


